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このセミナーの本来の目的は、個人事業の方に「みんなの青色申告」を使って青色申告の決算

処理方法を案内することにあります。ただ、実際にはこれからデータを新規に作成し、日常処理

の入力をされる方もいらっしゃると思います。そういった方のために、導入時の考え方、日常処理

における注意すべきポイントを、簡単に整理しておきます。 

 

 

○データの「新規作成」時における注意点 
 

作成する会計年度データの開始残高を勘定科目ごとに入力して、期首（1 月 1 日）時点の貸借対

照表を作成しなければなりません。 

 

「貸借対照表」＝ 事業の財政状態を表す財務諸表 

 

 

                   貸借対照表 

                  資  産                  負 債 

 

 

 

 

                                純資産 

                               （元入金） 

 

 

 

 

ひとつの表を中央で分け、左側（借方）にプラスの財産を、右側（貸方）にマイナスの財産を記

載し、その差額を純資産（元入金）としてあらわします。 

 

開始残高入力の際には、「みんなの青色申告」を使用し始める事業年度の年始時点における、

貸借対照表（前年度末の貸借対照表）を元に作成する必要があります。 

 

 

資産とは・・・・ 現金、預金、売掛金、商品、機械装置、工具器具備品、車両運搬具、 

電話加入権、敷金 等  事業を営む上でのプラスの財産 

負債とは・・・・ 買掛金、未払金、預り金、借入金 等 事業を営む上でのマイナスの財産 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 
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○ 残高設定のポイント 
 

・ 年始の段階で現存していたもの（現金、預金、売掛金、買掛金 等）は、事実に即して金額を入力

してください。 

・ 機械装置、工具器具備品、車両運搬具 等、固定資産については、年始時点での価値を入力し

ます。購入時の金額と等しくなるとは限りませんので注意してください。 

・ その他現物として存在しないもの（敷金、電話加入権 等）についても、年始時点での価値がどの

くらいあるかを判定し、その金額を入力してください。 

 

 

○事業と個人の区別 
 

事業の申告をする場合、その計算の中から個人的な支出や収入については排除しなけれ 

ばなりません。そうしないと、正確な事業のみの損益計算ができなくなるからです。 

 

（よくあるケース） 
1.国民健康保険料、国民年金保険料、住民税、所得税を、事業で使用する通帳から支払った。 

2.事業で使用する通帳から、毎月定額で家計費を別口座に振り替えている。 

3.仕入の支払い代金が足りなかったので、個人の定期預金を解約して支払いに充てた。 

 

上記の取引は、すべて事業と個人を区別する上で注意を必要とする内容です。 

 
1. は、本来個人で支払うべきものを事業の預金から払っている。 

2. は、事業の預金を個人のお金に振り替えている。 

3. は、事業が支払うべきお金を個人が立て替えて払っている。 

 

本来あるべきところからお金が出ていない（または入っていない）場合や、個人の生活費を

引き出したようなときは、事業と個人の間に「貸し借り」が発生することになります。 

これを処理するのに必要な勘定科目が「事業主貸」「事業主借」となります。 

 

「事業主貸」・・・・事業主が個人に貸した 

「事業主借」・・・・事業主が個人から借りた 

 

    という意味として捉えてください。 
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ここでは、期中や決算時に事業主勘定に振り替える仕訳例をいくつかあげます。 

 

例
  期中において事業主勘定で入力する必要のある仕訳 

 

       例） ８月１５日に事業名義の普通預金通帳に利息が￥50振り込まれた。 

 
   仕訳 ８月１５日 

      （借方）普通預金 50／（貸方）事業主借 50 

 

例） ９月３０日に事業で使用する通帳から、家計費を個人の通帳に￥150,000 振り替

えた。 

 
仕訳 ９月３０日 

   （借方）事業主貸 150,000／（貸方）普通預金 150,000 

 

 

決算時に入力する必要のある事業主勘定への振替仕訳 

 

例） 年間に支払った水道料￥50,000のうち、￥15,000分が個人使用分だったので 

振替を行う。 

 
    仕訳 １２月３１日《決算取引》 

      （借方）事業主貸 15,000／（貸方）水道光熱費 15,000 

 

例） 販売している商品を、個人で年間￥500,000消費した。 

 
仕訳 １２月３１日《決算取引》 

      （借方）事業主貸 500,000／（貸方）家事消費 500,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ポイント≫ 

税金の中で必要経費になるものとならないものがあります。 

 

  ●必要経費となるもの 

   その年分の必要経費に算入される租税公課は、事業に関連する次に掲げる税金で、原則としてその年中 

においてその申告、または賦課決定により納税額が具体的に決定したものでなければなりません。 

 

⇒事業税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・登録免許税・印紙税・消費税・地価税などが該当します。 

 

  ●必要経費とならないもの 

   所得税・住民税・相続税・延滞税・加算税・罰金・科料・国民健康保険税などが該当します。 

   

事業と個人の両方で使用している住居の固定資産は事業で使用している割合で按分して固定資産税（ほかに 

も自動車税や不動産取得税など）を経費算入しなければなりません。詳しくは最寄りの税務署または会計事 

務所へお問い合わせください。 
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日々発生した取引を入力し、決算を迎えたら決算処理を行います。 

「みんなの青色申告」では、以下の流れで決算処理を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．決算処理の流れ 

1．預貯金残高の照合 

2．各勘定科目残高の照合 

3．費用・収益の繰延・見越の整理 

4．仮払金・仮受金・現金過不足の整理 

5．棚卸資産の計上 

6．減価償却費の計上 

7．家事関連費用の振替 

8．消費税の計算／印刷 

9．消費税の相殺仕訳 

10．青色申告決算書入力／印刷 

11．確定申告書の作成／印刷 
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以降は、実際に「みんなの青色申告２１」のデモデータ「ソリマチ電気店 令和 3 年 12 月決算」を

見ながら進めていきます。 

決算処理を行うにあたり、必要に応じて決算仕訳を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ポイント≫ 

決算仕訳を入力するには？ 

 

  【簡易振替伝票・出納帳・元帳の場合】 

   対象伝票の 「月／日」に“13”と入力するか、「取引コード」を“9：決算取引”にします。 

   日付は自動的に期末日（12月 31日）と認識され、入力した仕訳は「決算月」タブに集計されます。 

   また、決算仕訳入力後の日付表示は「決」という表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【振替伝票の場合】 

   「月／日」に“13”と入力するか、「決算取引」にチェックマークをつけます。 

   日付は自動的に期末日（12月 31日）と認識され、入力した仕訳は「決算月」タブに集計されます。 

   また、決算仕訳入力後の日付表示は「決」という表示になります。 
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3-1 残高確認をしましょう 
 

日々入力している仕訳データと、実際の残高があっているかを確認します。 

 

●合計残高試算表の作成 

 

一会計期間における貸借のバランスを、月単位の範囲（４月～６月など）で取引金額を集計し、

各勘定科目においての繰越、借方金額、貸方金額、残高、構成比を表示します。 

 

操作
 1年間の合計残高試算表を作成してみましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「集計」－「合計残高試算表」をクリックします。 

  合計残高試算表の画面が表示されます。 

 

２ 集計期間の右側にある「全期間」をクリックし、集計期間が「1～決」まで選択されたことを確認します。 

  〔貸借対照表〕のタブをクリックすると、貸借対照表が表示されます。 

 

 
 

 

「貸借対照表」は、どんな財産を有しているかを明らかにする資料です。貸借対照表を見ると 

事業所の財政状況を把握することができます。 

 

３．決算に向けて 
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３ 〔損益計算書〕のタブをクリックすると、損益計算書が表示されます。 

 

 
 

 
  「損益計算書」は、ある一定期間の収益から費用をマイナスして、いくら儲かったか、または損したかを明ら

かにする資料です。損益計算書を見ると事業の成績を見ることができます。 

 

 

≪ポイント≫ 

期間の指定 

  期間を指定する場合、〔集計期間〕から選択します。 

 

  ●１ヶ月のみ指定する場合・・・該当する月をクリックします。 

 

 

 

 

 

  ●期間指定する場合・・・該当する期間をドラッグします。 
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●現金・預金の残高を確認しましょう 

 

 「みんなの青色申告」で入力した各帳簿の残高と現金手元残高や預金通帳残高が一致してい

るかを確認します。 

 

操作
 引き続き、「合計残高試算表」で現金・預金の残高を確認しましょう。 

 
１ 〔貸借対照表〕タブをクリックします。 

 

２ 集計範囲を確認します（1月～決算月が選択されていることを確認します）。 

 

３ 【現金】の残高欄を確認します。 

 

 
 

残高が合わない場合は、該当科目を選択した状態で［元帳］ボタンをクリックします。 

元帳画面が開きますので仕訳を見直し、必要に応じて追加・修正・削除をします。 

追加・修正・削除した仕訳内容は、すぐに各資料に反映されます。 

仕訳を見直し、追加・修正・削除が完了したら、画面右上の［終了］をクリックすると、合計残高試算表の画面 

に戻ります。 
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４ 引き続き、【普通預金】の残高を確認しましょう。 

補助科目が設定されている場合は「補助同時表示」にチェックマークをつけると、補助科目ごとの残高も 

確認することができます。 

 

 
 

補助科目の残高が合わない場合は、該当する補助科目を選択した状態で［元帳］ボタンをクリックします。 

元帳画面が開きますので仕訳を見直し、必要に応じて追加・修正・削除をします。 

追加・修正・削除した仕訳内容は、すぐに各資料に反映されます。 

 

 
 

 

 

 

 

●その他各勘定科目の残高を確認しましょう 

 
「合計残高試算表」で、他の勘定科目についても残高を確認します。 

売掛金・買掛金の金額は相手先ごと（※）に、受取手形・支払手形は手形帳と一致しているか確認します。 

また、その他の勘定科目についても正しい勘定科目や金額で仕訳をしているかも確認してください。 

 

※相手先ごとに残高を集計させる為には、事前に「導入」－「勘定科目設定」にて売掛金・買掛金等に 

補助科目を作成し、仕訳入力時に該当の補助科目を指定する必要があります。 
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3-2 費用・収益の繰延／見越 を確認しましょう 
 

本年中に支払った費用や本年中に受け取った収益のうち、次年度以降に該当する分が合計残

高試算表に含まれている場合は、次年度分の費用や収益として本年分より除去する必要があり

ます。これを費用・収益の繰延と言います。 

 

また、本年中に支払うはずの費用や本年中に受け取るはずの収益は本年分の合計残高試算表

で費用・収益として計上しなければなりません。これを費用・収益の見越と言います。 

 

●費用・収益の繰延 

 

例
 ５月１日に、先１年分の保険料\60,000を現金で支払い、次の仕訳を入力している。 

 

 

 
     ⇒ この場合、５月～１２月までの分に関しては本年分、それ以降は翌年分の費用となりますので、 

５月１日に支払った保険料の内、翌年１月～４月分は本年で経費算入はできません。 
 
                   60,000×8／12 ヵ月＝ 40,000 （本年分） 

                   60,000×4／12 ヵ月＝ 20,000 （翌年分） 

操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 
      １２月３１日 決算に際し、本年５月１日に計上した保険料のうち翌年以降の前払分を振り替え

た（「損害保険料」の部門は「家電」を選択してください）。 

 

 

 

 
    ※翌年になったら、前年に前払金として処理した保険料については経費算入できますので、翌年度期首に 

資産勘定から経費勘定に振り替える必要があります。 

次のように仕訳を入力します（本テキストでは入力しません）。 

 

      １月１日 前年に前払いしていた保険料を振り替えた。 

 

 

 

 

例
 １０月２５日に佐藤一郎より先半年分（11 月～翌 4 月分）の家賃￥600,000 を現金で受

け取り、次の仕訳を入力している。 

 

 

 
     ⇒ この場合、１１月～１２月までの分については本年分、それ以降は翌年分の収入になりますので、 

１０月２５日に受け取った家賃の内、翌年１月～４月分は本年の収入になりません。 

 
                   600,000×2／6 ヵ月＝200,000 （本年分） 

                   600,000×4／6 ヵ月＝400,000 （翌年分） 

1/1 （借方）損害保険料 20,000 ／ （貸方）前払金 20,000 

12/31 （借方）前払金 20,000 ／ （貸方）損害保険料 20,000 

5/1 （借方）損害保険料 60,000 ／ （貸方）現金 60,000 

10/25 （借方）現金 600,000 ／ （貸方）賃貸料 600,000 
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操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

      １２月３１日 決算に際し、前ページにて計上した佐藤一郎の受取家賃のうち翌年以降の前受分を 

振り替えた（「賃貸料」の部門は「不動産」を、税区分は「13：非課税売上」を選択してください）。 

 

 

 
    ※翌年になったら、前年に前受金として処理した家賃については収入計上しますので、翌年度期首に 

負債勘定から収入勘定に振り替える必要があります。 

次のように仕訳を入力します（本テキストでは入力しません）。 
 

１月１日 前年に前受けしていた家賃を振り替えた。 

 

 

 

●費用・収益の見越 
 

例
 １２月分の広告宣伝費￥70,000が決算日現在未払である（当事業所の支払日は翌月 

１０日である）。 
     ⇒ 本年中にサービスを受けたものに関しては、原則として支払いが翌年でも本年中の費用として計 

上します。 

 

操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

      （「広告宣伝費」の部門は「家電」を選択してください） 
 

 

 
     ※翌年になったら、未払金の振替仕訳を期首に入力するのではなく、実際に支払いを行った日付で、 

次のように仕訳を入力します（本テキストでは入力しません）。 

 

      １月１０日 前年１２月分の広告宣伝費未払分￥70,000を現金で支払った。 

 

 

 

例
 １２月分のリベート￥50,000が決算日現在未収である。 

     ⇒ 本年中にサービスを提供したものに関しては、原則として受取が翌年であっても本年中の収益と 

して計上します。 

 

操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

 

 
     ※翌年になったら、未収入金の振替仕訳を期首に入力するのではなく、実際に入金された日付で、 

次のように仕訳を入力します（本テキストでは入力しません）。 

 

１月３１日 前年１２月分のリベート未収分￥50,000が普通預金に入金された。 

 

12/31 （借方）賃貸料 400,000 ／ （貸方）前受金 400,000 

1/1 （借方）前受金 400,000 ／ （貸方）賃貸料 400,000 

12/31（借方）広告宣伝費 70,000 ／ （貸方）未払金 70,000 

1/10 （借方）未払金 70,000 ／ （貸方）現金 70,000 

12/31 （借方）未収入金 50,000 ／ （貸方）雑収入 50,000 

1/31 （借方）普通預金 50,000 ／ （貸方）未収入金 50,000 
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3-3 仮払金･仮受金･現金過不足を確認しましょう 
 

期中に支出や収入があってもその勘定科目が確定しないときは、一時的に仮勘定を用いて処理

します。「仮払金」「仮受金」「現金過不足」勘定は、決算期に実体を調べて正しい勘定科目に振り

替える必要があります。 
 

 

例
 １２月２０日 従業員が出張する為に、旅費の概算額￥30,000 を現金で渡した際、次の

仕訳を入力している。 
 

 

 

 

操作
 次の決算仕訳を「振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

      １２月３１日 決算に際し、仮払金で処理していた１２月２０日の旅費について精算を行った。 

旅費￥25,000、残額は現金で受け取った（「旅費交通費」の部門は「家電」を選択してくださ

い）。 
 

 

 

 

 

 

例
 １１月３０日 普通預金に入金があった金額￥35,000が何の入金か不明であり、その 

際、次の仕訳を入力している。 
 

 

 

 

操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

      １２月３１日 決算に際し、１１月３０日に不明だった入金を調べたところ、売上に対しての 

リベートだということが判明した。 

 

 

 

 

例
 １０月２１日に現金の実際残高と帳簿残高を合わせたところ、帳簿残高の方が実際の

現金残高より￥500多い事がわかったため、次の仕訳を入力している。 
（帳簿残高が実際の現金残高より多かった場合は現金の帳簿残高を減らし、実際残高に帳簿

残高を合わせる必要があります。） 

 

 

 

 

12/20 （借方）仮払金 30,000 ／ （貸方）現金 30,000 

12/31 （借方）旅費交通費 25,000 ／ （貸方）仮払金 30,000 

        現金     5,000 

11/30 （借方）普通預金 35,000 ／ （貸方）仮受金 35,000 

12/31 （借方）仮受金 35,000 ／ （貸方）雑収入 35,000 

10/21 （借方）現金過不足 500 ／ （貸方）現金 500 
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操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

      １２月３１日 決算に際し、現金不足の原因を調査していたが不明のため振り替えた。 

（帳簿残高が実際の現金残高より多く、帳簿残高を減らすために現金過不足勘定を使用し、 

その原因が決算時点でも不明の場合は、決算時に科目を振り替える必要があります。） 

 

 

 

例
 １１月１１日に現金の実際残高と帳簿残高を合わせたところ、現金の実際の残高の 

方が、帳簿残高より￥2,000多い事がわかったため、次の仕訳を入力している。 
（実際の現金残高が帳簿残高より多かった場合は現金の帳簿残高を増やし、実際残高に 

帳簿残高を合わせる必要があります。） 

 

 

 

操作
 次の決算仕訳を「簡易振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

      １２月３１日 決算に際し、現金超過の原因を調査していたが不明のため振り替えた。 

（実際の現金残高が帳簿残高より多く、帳簿残高を増やすために現金過不足勘定を使用し、 

その原因が決算時点でも不明の場合は、決算時に科目を振り替える必要があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作
 合計残高試算表より「集計期間」の［全期間］ボタンをクリックし、【現金過不足】の残高 

が 0円になっているか確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

12/31 （借方）事業主 貸 500 ／ （貸方）現金過不足 500 

11/11 （借方）現金 2,000 ／ （貸方）現金過不足 2,000 

12/31 （借方）現金過不足 2,000 ／ （貸方）事業主 借 2,000 

≪ポイント≫ 

勘定科目「現金過不足」について 

 

  「現金過不足」科目は初期値で設定されていません。 

 新規に作成する場合は、「導入」－「勘定科目設定」画面で「現金」や「小口現金」などの下に作成してください。 
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3-4 在庫を確認しましょう 
 

決算日時点で商品・製品・原材料・仕掛品などの在庫がある場合は資産として残す必要がありま

す。 

また、前年期末の棚卸資産の在庫金額が決算日時点で残っていた場合は振り替えをして、本年

期末の在庫金額の計上を行ってください。 
 

 

例
 １２月３１日 決算に際し、１２月３１日現在の商品の在庫を調べたところ、 

￥6,500,000だった。また、前年期末の商品の在庫は￥7,500,000だった。 
 

操作
 次の決算仕訳を「振替伝票入力」で決算取引として入力してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

※在庫の仕訳入力時、「商品」科目の代わりに、「棚卸資産」科目を使用しても構いません。 

 

 

 

 

製造業の場合で、決算時点で原材料の在庫や仕掛がある場合は次の仕訳を入力する必要があ

ります。 
 

 

例
 １２月３１日 決算に際し、１２月３１日現在の原材料の在庫を調べた結果 

￥78,000だった。また、前年期末の原材料の在庫は￥45,000だった。 
 

     次の決算仕訳を入力します（本テキストでは入力しません）。 
 

 

 

 

 

 

 

※在庫の仕訳入力時、「原材料」科目の代わりに、「棚卸資産」の科目を使用しても構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/31 （「期首商品棚卸高」「期末商品棚卸高」の部門は「家電」を選択してください） 

前年期末の在庫額の振替 

（借方）期首商品製品棚卸高 7,500,000 ／ （貸方）商       品 7,500,000 

今年期末の在庫額の計上 

（借方）商       品 6,500,000 ／ （貸方）期末商品製品棚卸高 6,500,000 

12/31 

前年期末の在庫額の振替 

（借方）期首材料棚卸高 45,000 ／ （貸方）原  材  料 45,000 

今年期末の在庫額の計上 

（借方）原  材  料 78,000 ／ （貸方）期末材料棚卸高 78,000 
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3-5 減価償却資産について 
 

事業所で所有している固定資産（建物・機械・車両・工具等）は、時の経過や使用によって価値が

減少し、やがて使用できなくなります。この価値の減少額を毎年決算時に費用計上することがで

きます。この手続きを減価償却と言います。 

 

以前より事業所で所有している固定資産や、今年新しく購入した固定資産は、みんなの青色申

告に登録しておきますと、減価償却資産の把握や固定資産にまつわる仕訳（新規購入時・資産

売却時・資産除却時・減価償却費計上時の仕訳）を転送でき大変便利です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ポイント≫ 

減価償却費の計算方法について 

 

 減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」があります。 

 開業時に所轄の税務署に提出した方法を選択してください。 

 なお 20万円未満の資産は、事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、均等償却により 

 3年償却が可能となります。 

 

 Ａ：平成 19年 3月 31日までに取得した固定資産の場合 

 

   ●旧定額法（※1）：毎年一定の金額を帳簿価額から差し引く方法です。 

               計算式：減価償却費＝（取得価額－限度残存額）×旧定額法の償却率×償却期間 

 

●旧定率法（※1）：毎年一定の割合によって差し引く金額を計算する方法です。 

                 計算式：減価償却費＝（取得価額－償却累計額）×旧定率法の償却率×償却期間 

     

※1：「旧定額法」「旧定率法」ともに、限度残存額まで償却した固定資産については、その到達した 

事業年度の翌事業年度で、かつ平成 19年 4月 1日以降に開始する事業年度（個人事業者の 

場合は平成 20年度）以後において、5年均等償却を行い、帳簿価額が 1円になるまで償却を 

行います。 

 

 Ｂ：平成 19年 4月 1日以降に取得した固定資産の場合 

 
●定額法      ：備忘価額 1円を残し、毎年一定の金額を帳簿価額から差し引く方法です。 

                 計算式：減価償却費＝取得価額×定額法の償却率×償却期間 

 

●定率法（※2） ：その年の減価償却費が、取得価額に耐用年数に応じた保証率を乗じた「償却限 

度額」を下回る年度までは、毎年一定の割合によって差し引く金額を計算します 

（①）。 

また、その年の減価償却費が償却限度額（取得価額×保証率）を下回る年度 

より、備忘価額 1円を残し、定額償却になります（②）。 

 

計算式：（①）（取得価額－償却累計額）×定率法の償却率×償却期間 

（②）改定取得価額×改定償却率（2年目以降は計算を行わず、定額償 

却初年度と同額を償却します） 

 

    ※2：平成 23年度減価償却制度改正に伴い、原則として、平成 24年 4月 1日以降に取得した固定 

資産については「200％定率法」の償却率を採用し、計算します。 

 

 ●均等償却：償却期間に応じて均等額を差し引く方法です。 

計算式：減価償却費＝取得価額÷耐用年数 （残存価額は０円になります。） 
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操作
 固定資産の登録内容を確認しましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「管理」―「減価償却資産登録」をクリックします。 

 

２ すでに登録されている固定資産のリストが表示されます。 

  ここでは、「事務所用建物（鉄筋コンクリ）」と「エアコン」の登録内容を確認してみましょう。 

  「事務所用建物（鉄筋コンクリ）」の行を選択し、［修正］ボタンをクリックします。 

 

 
 

３ 登録内容を確認しましょう。（確認後、キャンセルで閉じましょう） 

※期中に購入した固定資産があった場合は、資産名称欄の〈新規作成〉をダブルクリックするか、 

または画面左上の［新規］ボタンをクリックして、固定資産の新規登録を行ってください。 

 

● 平成 19年 3月 31日までに取得した資産 

償却方法は、「旧定額法」または「旧定率法」「均等償却」を選択します。 
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続いて、「エアコン」の行を選択後、［修正］ボタンをクリックし、内容を確認しましょう。 

（内容の確認後、キャンセルで閉じましょう） 

 

● 平成 19年 4月 1日以降に取得した資産 

償却方法は、「定額法」または「250%定率法（平成 19 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日までに取

得した資産）」「200％定率法（平成 24年 4月 1日以降に取得した資産）」 

「均等償却」から選択します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

≪ポイント≫ 

所有している固定資産を事業と個人の両方で使用している場合は、個人使用分についての減価償却費（費用）の 

計上は行えません。その場合は事業で使用している割合を「事業専用割合」に設定する必要があります。 

 

＜例＞エアコンを購入し、全体の７０％は事業用に、３０％について 

は事業以外（個人）で使用する場合 

      →減価償却資産登録の「事業専用割合」には「７０」を入力 

します。 

 

      これにより、「普通償却額」として自動計算される金額の内、70％は「減価償却費」として費用計上ができ（円 

未満の端数は「切り上げ」します）、残りの 30％については「事業主貸」にて固定資産の価値を減少させま 

す。 

 
普通償却額：32,619円 

当期償却額：32,619×70％＝22,834円 

 

事業経費計上可能額：22,834円 

事業経費計上不能額：32,619-22,834=9,785円 

※9,785円については「事業主貸」科目で固定 

資産の価値を減少させます。 
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操作
 減価償却にまつわる仕訳を転送しましょう。 

 
「管理」－「減価償却資産登録」にて登録済みの固定資産は、年末に「管理」－「減価償却費仕訳転送」画面より一

括で仕訳を転送することができます。以下の条件で減価償却費の仕訳を転送し、「簡易振替伝票入力」より仕訳が

生成されていることを確認しましょう。 

 

 

 

 

 
１ ダイレクトメニュー「管理」―「減価償却費仕訳転送」をクリックします。 

 

２ 〔仕訳転送〕タブでは、転送方法・償却費計上方法・転送対象より該当する項目を選びます。 

 

 
 

●「新規取得資産の仕訳を生成する」（本テキストではチェックをはずします） 

期中に新規取得した固定資産を登録している場合に選択することで、取得時の仕訳を転送します（既に新

規取得時の仕訳を「帳簿」画面より入力している場合は選択不要です）。 

 

●「減価償却費の仕訳を生成する」 

減価償却資産登録内容に基づき計算された今年の減価償却費（当期償却額）の仕訳を転送します。 

 

●「一括償却資産の仕訳を生成する」（本テキストでは「新規取得」のチェックをはずします） 

一括償却資産の登録がある場合に選択します。期中に一括償却資産を購入した場合は、「新規取得」「減

価償却費」の両方を選択してください。既に新規取得時の仕訳を「帳簿」画面より入力している場合は、

「減価償却費」のみ選択してください。 

 

●「売却除却資産の仕訳を生成する」（本テキストではチェックをはずします） 

期中に固定資産の売却・除却があった場合は、「減価償却資産登録」画面で該当資産の売却除却年月

日・売却金額を入力した後に選択することで売却・除却時の仕訳を転送します。 

 

※上記すべてのチェックにおいて、既に「帳簿」画面より仕訳を入力しているにも関わらずチェックを入れ

て転送されますと、２重仕訳になりますので注意してください。 

転送方法 ：年間合計を転送する 

償却費計上方法 ：直接法 

転送対象 ：減価償却費の仕訳を生成する／一括償却資産の仕訳を生成する（減価償却費のみ） 
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３ 〔勘定科目設定〕のタブを開き、該当の勘定科目を設定します。 

設定した勘定科目に補助科目を作成している場合は補助科目も設定する必要があります（下図：ａ）。 

 

所有する固定資産において、事業用と個人用で兼用している場合、個人用に関しての減価償却費の 

計上はできませんので、個人勘定（事業主貸）を設定します（下図：ｂ）。 

 

 
 

４ ２の償却費計上方法で間接法を選択した場合は〔償却累計額科目設定〕のタブを開き、減価償却累計額の 

勘定科目を設定します（本テキストでは設定しません）。 

 

ａ 

ｂ 

≪ポイント≫ 

  減価償却費の仕訳方法には、「直接法」と「間接法」があります（個人事業では「直接法」が一般的です）。 

 

    ●直接法：毎年の償却費（価値）を固定資産科目から直接減らす方法 

             （借方）減価償却費  ××，××× （貸方）機械装置など    ××，××× 

 

    ●間接法：毎年の償却費（価値）を「減価償却累計額」（※）という科目を使用し、間接的に減らす方法 

          （借方）減価償却費  ××，××× （貸方）減価償却累計額  ××，××× 

 

※「減価償却累計額」科目は初期値で設定されていない科目です。間接法を利用する場合は、「導入」－ 

  「勘定科目設定」画面より、固定資産内の科目として作成してください。 
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５ 設定が完了したら、画面下の［転送開始］ボタンをクリックすると、減価償却費の仕訳が生成されます。 

 

 

６ 転送後は「帳簿」－「簡易振替伝票入力」より転送された仕訳を確認してみましょう。 

 

 
 

 

減価償却費仕訳転送を行うのは１回のみとなります。 

２回以上転送を行いますと、仕訳が重複してしまいます。 

 

減価償却資産登録にて固定資産の情報を追加・修正し、再度、減価償却費仕訳転送を行う場合は、一度、減

価償却費仕訳転送で転送した仕訳（減価償却費仕訳転送より作成された仕訳の目印は     マークです）を

帳簿画面より全て削除した上で再度仕訳転送を行ってください。 

 

また、事業用に使用している自動車などの固定資産を売却した場合の売却損益については、固定資産が個人

の財産であることや事業の収入ではないことから譲渡所得の申告が必要となってきます。 

 

※個人事業の場合、固定資産の売却に関わる損益に関しては、「固定資産売却損」「固定資産売却益」科目を

使用せず、「事業主貸」「事業主借」科目を使用して仕訳入力します。 
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3-6 事業と個人の共通経費 
 

個人使用分の経費については青色申告決算書の収入や経費に入れることはできません。 

個人事業の場合、事業以外（家庭など）での収入や経費については決算時に事業主勘定（収入

の場合は事業主借、経費の場合は事業主貸）に振り替える必要があります。 

※詳細は、P．3～4 「事業と個人の区別」を参照してください。 

 

みんなの青色申告では、個人の支出を事業の経費として入力している場合、「決算」－「家事関連費

計算表」より、決算取引として事業主勘定への振替仕訳を生成することができます。 

 

※預金利息については金額に応じて〔分離課税〕として申告しなければなりません。 

詳しくは最寄りの税務署または会計事務所にお問い合せください。 

 
 ダイレクトメニュー「決算」－「家事関連費計算表」をクリックします。 

家計に関連した費用について処理を行います。 

経費の期末残高の内、家計費分を家計比率や家計分金額によって振り分け、事業主勘定の仕訳を 

生成します。 

 

 
 
＜注意＞ 
 
● 仕訳入力時に経費を事業分と家事分とに分けて入力している場合は、この処理で仕訳転送を行うと仕訳

が二重に作成されますので、転送は不要です。 
 
● 家計比率を設定できるのは、期末残高がある（仕訳で使われている）「費用」の勘定科目と補助科目です。 
 
● 期末残高が 0円の費用科目は家事関連費計算表には表示されません。 
 
● 家事関連費計算表の期末残高に「決算取引」の仕訳金額も含めたい場合は「□振替基準額に決算仕訳を

含む」にチェックを入れる必要があります。 
 
● 仕訳転送は「振替家計分金額」が発生している勘定科目すべてが対象です。複数回転送を行うと仕訳が

重複しますので、振替仕訳が必要な勘定科目の家計比率や金額をすべて設定してから、転送してくださ
い。 
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操作
 水道光熱費の発生金額の内、25％を家事分として振り替えてみましょう。 

 
１ 水道光熱費をクリックし、［修正］をクリックします。 

 

 
 

２ 「家計分の比率を指定する」欄に「25.00％」と入力します（下図：ａ）。また、「事業主貸」に 

補助科目を設定している場合は該当する補助科目を設定し、［登録］ボタンをクリックします（下図：ｂ）。 

 

 
 

※家計比率ではなく、直接振替金額を設定し、仕訳転送を行うことも可能です。 

 

 
 

３ 「振替家計分金額」と「振替事業分金額」とに振り分けられました。 

 

 
 
４ ［仕訳転送］ボタンをクリックすると、「家計比率」や「振替家計分金額」を設定した勘定科目において、 
振替仕訳を一括で生成します。 

 
５ 転送後は「帳簿」－「簡易振替伝票入力」より転送された仕訳を確認してみましょう（家事関連費 
計算表より転送にて作成された仕訳の目印は   マークです）。 

ａ 

ｂ 
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≪ポイント：１≫ 

  「家事関連費計算表」の仕訳転送時に、下のエラーが発生する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜原因＞ 

 

下記を全て満たしている場合、「家事関連費計算表」の仕訳転送時に上のエラーが発生します。 

 

 

 

 

 

［ＯＫ］ボタンをクリックすると仕訳転送処理が中断します（エラーに該当しない勘定科目の仕訳も転送されません）。 

 

メッセージに記載のある勘定科目の「振替設定」にて「家計分の比率を指定する」を選択後、再度［仕訳転送］ボタン

をクリックし、個人の支出を事業経費から差し引く仕訳を転送します。 

 

 

 

≪ポイント：２≫ 

  勘定科目に複数の消費税率が使用されている場合の「家事関連費計算表」における家計分金額の計算方法 

 

  【例】 

  接待交際費の期末残高 120,000円（内訳：消費税率８％軽減適用分 55,000円、消費税率１０％適用分 65,000円） 

において家計分の比率を 25％と設定した場合 

 

  （消費税率 ８％軽減 適用分）  55,000（税抜）×25％＝13,750 

 

  （消費税率 １０％   適用分）  65,000（税抜）×25％＝16,250     合計：30,000円 

 

  「導入」－「事業所・消費税情報設定」にて設定されている「消費税処理方法」に従い、仕訳が生成されます。 

 本テキストで使用するデータの「消費税処理方法」は「内税」が選択されているため、上記金額を「税込金額」で 

 再計算し、仕訳転送します。 

 

  （消費税率 ８％軽減 適用分）  13,750×1.08＝14,850 

 

  （消費税率 １０％   適用分）  16,250×1.10＝17,875 

 

  「決算」－「家事関連費計算表」にて転送される家計分の仕訳は下記のようになります。 

 

 

                                         

                                         

（ア） １つの勘定科目に複数の消費税率で仕訳を入力されている 

（イ） （ア）に該当する科目において「家計分の金額を入力する」が選択されている 
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前々年度の課税売上高が１，０００万円以上、または前年度上半期の課税売上高が１，０００

万円以上の事業者は消費税の申告をする必要があります。消費税の計算をし、消費税額の

確定をしてください。 

 

前々年度の課税売上高が１，０００万円未満、または前年度上半期の課税売上高が１，０００

万円未満の事業者は消費税の申告をする必要はありませんが、仮受消費税等や仮払消費税

等の残高を確認し、もし残高がある場合は「P．31．4-3 消費税が確定したら、仕訳を入力しま

しょう」を参照し、仮受消費税等や仮払消費税等の期末残高を 0円にしてください。 

 

 

 

4-1 消費税申告書を作成する前に 
 

仕訳入力の際の消費税区分（課税売上・仕入（課税売上）・非課税・対象外等）や消費税処理方

法（内税・外税・別途入力等）に間違いはありませんか？ 

間違った税区分や消費税処理方法で仕訳の入力を行うと、消費税の集計や計算に間違いが生

じます。 

間違った入力があった場合は、仕訳入力画面（簡易振替伝票入力・振替伝票入力・出納帳入力・

元帳）で修正をします。 

 

操作
   

 

 
１ ダイレクトメニュー「消費税」―「消費税集計一覧表」をクリックします。 

 

２ 「集計期間」にて、1月～決を選択しますと、集計結果が表示されます。 

 

 
 

４．消費税の申告について 

帳簿画面より入力した仕訳の消費税額を「消費税集計一覧表」で集計し、勘定科目

ごと／消費税区分ごとの金額を確認しましょう。 
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金額が 0 円の勘定科目も表示する場合は、「ゼロ非表示」のチェックマークをはずします（下図：ａ）。仕訳入力

時に税区分「0：対象外」を設定した仕訳は〔貸倒・その他〕タブに表示されます。「対象外」欄を表示しない場合

は「対象外表示」のチェックマークをはずします（下図：ｂ）。 

 

 
 

操作
   

 

 
１ ダイレクトメニュー「消費税」―「消費税集計表」をクリックします。 

 

２ 「集計期間」にて、1月～決を選択しますと、集計結果が表示されます。 

  「売上」「仕入」ごとに「消費税区分別／消費税率別」「事業分類別（簡易課税のみ）」に金額を簡単に把握す

ることができるようになります。 

 
 

ａ 

ｂ 

帳簿画面で入力した仕訳の消費税額を「消費税集計表」で集計し、勘定科目別・消

費税区分別・消費税率別に金額を確認しましょう。 
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※画面下部に「売上」「仕入」ごとに「消費税区分別／消費税率別」「事業分類別（簡易課税のみ）」の合計金額

を確認することができます。 

 
 

 

 

３ 消費税区分ごとの消費税集計を行う場合は、画面左上「表示切替」にて「科目選択表示」に切り替えます。 

 

 
 

 

 

   注意！ 伝票入力の際、消費税処理方法や税区分を設定していない場合は、消費税集計 

一覧表では［貸倒・その他］-［対象外］、消費税集計表では「対象外」-「税込仕訳」 

に金額が集計されます。 
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4-2 消費税申告書の作成 
 

「消費税集計一覧表」･「消費税集計表」で金額を確認したら、実際に納付する消費税額を計算し

ます。 

「マイナンバー」の印刷が必要になりますので、あらかじめ「導入」－「事業所・消費税情報設定」

より「マイナンバー」の設定をします。 

 

操作
 「導入」－「事業所・消費税情報設定」にてマイナンバー（111111111118） 

を設定をしましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「導入」－「事業所・消費税情報設定」をクリックします。 

 

２ 画面下の「マイナンバー」―［番号入力］ボタンをクリックします。 

 

 
 

３ 「マイナンバー」と「パスワード」を設定します。 

 

 
 

※［□パスワードを確認しながら入力する］にチェックをつけると、設定したパスワードを確認しなが 

ら入力することができます。 

 

 
 

４ ［設定］ボタンをクリックすると「事業所・消費税情報設定」に戻ります。 

 

 
 

５ 「事業所・消費税情報設定」画面下部の［設定］ボタンをクリックし、設定したマイナンバー情報を保存しま 

す。 
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操作
 消費税申告書を作成しましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「消費税」―「消費税申告書作成」をクリックします。 

  消費税の集計条件を設定し、［集計開始］ボタンをクリックします。 

 

 

〈簡易課税〉 
       

 

 

 

 
 
 
          
                                                      〈原則課税〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 「申告区分」 
   作成する申告書の区分を選択します。 
 
   確定：消費税及び地方消費税確定申告書を作成する場合に選択します。 
 
   中間：前年分の確定消費税額が一定額以上で、消費税及び地方消費税の中間申告書を作成する場 
        合に選択します。 
 
   修正：消費税及び地方消費税確定申告書を提出した後で、消費税及び地方消費税の修正申告書を 

作成する場合に選択します。 
 
 
 
● 「旧税率（3％・5％・8％）が適用された取引」 

会計期間内に旧消費税率（3％、5％、8％）の取引が存在する場合は「あり」を選択します。 
（本テキストでは「なし」を選択します。） 
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２ 〔消費税申告書設定〕画面が表示されます。必要な条件を入力し［設定］ボタンをクリックします。 

※図は簡易課税を選択した場合です。 

 

 
 
３ 〔消費税申告書作成〕画面が表示されます。こちらで消費税納付額の確認や消費税申告書の印刷ができま

す。※図は簡易課税を選択した場合です。 
 

 
 

なお、「みんなの青色申告」はレーザープリンター対応となっています。 

インクジェットプリンターでＯＣＲ用紙を印刷すると、正しく印刷できない場合があります。 

その場合はプリンター側の余白設定を確認してください。 

納税額 
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4-3 消費税が確定したら、仕訳を入力しましょう 
 

消費税の納税額が確定したら、消費税の相殺仕訳を入力して〔仮受消費税等〕〔仮払消費税等〕

の年度末残高を０円にする必要があります。 

 

 

操作
 P.30で計算された消費税額に対して、以下の手順で「振替伝票入力」より決算取引 

として相殺仕訳を入力してみましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「集計」－「合計残高試算表」をクリックします。 

 

２ 集計期間の右側にある「全期間」をクリックし、集計期間が「１～決」まで選択されたことを確認します。 

 

 
 

３ 「仮払消費税等」の「残高」を確認し、メモに控えます。 

 

 
 

４ 同様に、「仮受消費税等」の「残高」を確認し、メモに控えます。 
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５ 画面右上の［終了］をクリックし、ダイレクトメニュー「帳簿」－「振替伝票入力」で決算取引として相殺仕訳 

  を入力します。 

 

消費税納税額 \809,900 仮払消費税等 \2,954,085 仮受消費税等 \4,050,650を使用し 

て下記相殺仕訳を入力します。消費税納税額は「未払金」科目を使用して入力します。 

なお、税区分はすべて［0：対象外］を選択してください。 
 

   

   

   

   

   

 
 

 

   例）雑損失が発生してしまった場合（本テキストでは入力しません） 
 

 

 

 

 

 

上記仕訳は一例です。詳しくは最寄りの税務署または会計事務所にお問い合わせください。 

 

 

※免税業者（前々年度の課税売上高が１，０００万円未満、または前年度上半期の課税 

売上高が１，０００万円未満）の場合は消費税の申告をする必要はありません。 

「導入」→「事業所・消費税情報設定」の「消費税情報」タブにて「免税」を選択してくださ 

い。 

 

    
 

１２月３１日≪決算取引≫ 

（借方）仮受消費税等  3,430,604 ／ （貸方）仮払消費税等  2,541,908 

 

 
雑損失           11,304          ／

          

未払金           900,000          

１２月３１日≪決算取引≫ 

（借方）仮受消費税等  4,050,650 ／ （貸方）仮払消費税等  2,954,085 

 ／      未払金         809,900 

／      雑収入         286,665 
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5-1 青色申告決算書の印刷に必要な情報を入力しましょう 
 

青色申告決算書には「一般用」と「不動産用」があります。ここでは一般用の青色申告決算書に

ついて帳簿入力以外の設定方法を確認します。 
 

それぞれの項目を入力することによって、税務署が用意している〔青色申告決算書〕の帳票４ペ

ージ全てが印刷できますので、一度入力しておくと楽に出力できるようになります。 

また、税務署が用意している用紙ではなく、Ａ４よこ白紙用紙に印刷した青色申告決算書でも提

出可能と考えられていますが、あらかじめ所轄の税務署にて確認することをお勧めします。 
 

 

操作
 専従者給与の内訳に「反町 花子」を登録してみましょう。 

 

  ダイレクトメニュー「決算」－「青色申告入力（一般）」をクリックします。 

「貸倒引当金繰入額の計算、専従者給与の内訳」のタブをクリックし、「専従者給与の内訳」に 

「反町 花子」の内容を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各内訳項目入力後は画面下の［登録］を、「青色申告入力（一般用もしくは不動産用）」画面の終了時 

は画面下の［設定］を必ずクリックし、入力内容を保存してください。 

 

５．決算書作成 
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5-2 青色申告決算書作成 
 

操作
 青色申告決算書を印刷しましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「決算」－「青色申告決算書」をクリックします。 

 

 
 
２ 合計残高試算表の数字が青色申告決算書に反映されているかを確認するために、白紙用紙に青色申告 

決算書を印刷して確認します。このとき、画面下の「帳票タイプ」の設定がＡ４よこ帳票になっていない場合は、

［書式設定］－［帳票タイプ］より変更後、［設定］をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 税務署が用意しているＯＣＲ用紙に印刷する場合は、［書式設定］の［帳票タイプ］を〔税務署配布用紙 

（ＯＣＲ用紙）〕に変更します。 

  また、税務署が用意している青色申告決算書に印刷する前には、白紙用紙に［帳票タイプ］－〔税務署 

配布用紙（ＯＣＲ用紙）〕にて印刷を行い、印刷位置の確認を行ってください。 

印刷位置がずれている場合は［書式設定］の［マージン］で調整してください。 

 

  なお、「みんなの青色申告」はレーザープリンター対応となっています。〔税務署配布用紙（ＯＣＲ用紙）〕を 

インクジェットプリンターで印刷すると、正しく印刷できない場合があります。 

その場合はプリンター側の余白設定を確認してください。 
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≪ポイント：１≫ 

青色申告決算書に勘定科目や金額が表示されない場合は・・・ 

 

ダイレクトメニュー「導入」－「勘定科目設定」で青色申告科目の対応付けを確認します。 

  ａ：「一般用申告科目」「不動産用申告科目」が≪未対応≫となっている勘定科目がないか？ 

  ｂ：「正式名称」に該当する「一般用申告科目」「不動産用申告科目」が対応付けされているか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、該当する青色申告科目がない場合は、ダイレクトメニュー「導入」－「青色申告科目設定」を開き、新しく 

青色申告科目を追加した後、「導入」－「勘定科目設定」より青色申告科目の対応付けを行います。 

                                         

                                         

≪ポイント：２≫ 

一般所得用の他に不動産所得用の青色申告決算書を作成するには・・・ 

 

不動産所得用の青色申告決算書を追加作成するには、「導入」－「事業所・消費税情報設定」－「その他」タブより

「科目体系」を「青色、一般・不動産」に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、あらかじめ「導入」－「部門設定」にて「不動産部門」を作成しておきます。 

この際、所得区分は一般の場合は「営業所得」を、不動産の場合は「不動産所得」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕訳入力の際は、一般所得の仕訳については所得区分が「営業所得」の部門を、不動産所得の仕訳については

所得区分が「不動産所得」の部門を使用して仕訳入力することで、それぞれの青色申告決算書が作成できます。 
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確定申告書の作成は「みんなの確定申告」を使用します。 

「みんなの青色申告」で作成した収入や所得金額・専従者給与などのデータを「みんなの確定申

告」へ簡単に取り込むことができます（データを取り込むにはあらかじめ「みんなの青色申告」が

インストールされているパソコンに「みんなの確定申告」をインストールする必要があります）。 
 

操作
  

 

 
１ 反映させる前に、申告書に印刷する住所･氏名･電話番号･生年月日等の個人情報の入力が必要です。 

ダイレクトメニュー「決算」－「所得税確定申告」をクリックすると、「みんなの確定申告」が起動します。 

申告者が設定されていない場合は〔データ選択〕画面（図：ａ）が表示されますので、［１．新規に申告者を 

登録する。］をクリックしますと〔申告者設定〕画面（図：ｂ）が開きます（注１）。 

各項目を入力し、［登録］ボタンをクリックするとデータが作成されますので、［選択］ボタンをクリックして 

データを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）この手順は「みんなの確定申告」初回起動時のみです。データ作成後は、起動するとダイレクトメニュー 

が表示されます。また、前年度の「みんなの確定申告」がインストールされているパソコンに今年度の 

「みんなの確定申告」をインストールした場合は、初回起動時の「データ選択」画面は表示されず、 

前年度で作成された申告者情報が引き継がれますので、そのまま申告書の作成が可能となります。 

６．確定申告書の作成 

「みんなの青色申告」で集計した収入金額・所得金額・専従者給与などの情報を、確

定申告システム「みんなの確定申告」に反映させましょう。 

 

〈

〈図：ａ〉 

 

〈

〈図：ｂ〉 
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２ 「みんなの確定申告」を終了し、「みんなの青色申告」よりダイレクトメニュー「決算」－「青色申告決算書」を

開きます。［確定申告データ出力］ボタンをクリックすると確認画面が表示されますので、［ＯＫ］をクリックし、

確定申告システムへデータを転送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  連動するデータは、パソコンの「クリップボード」という機能を使っています。 

  出力したら「青色申告決算書」画面は［キャンセル］で終了し、他のソフトなど動かさず、すぐに 

「みんなの確定申告」に取り込む処理をしてください。 
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３ ダイレクトメニュー「決算」－「所得税確定申告」をクリックし、「みんなの確定申告」を起動します。 

「みんなの確定申告」のダイレクトメニューより「申告書」－「申告書 B （第一表、第二表）」をクリックしま

す。 

画面上の［データ取込］ボタンをクリックすると、確認画面が表示されますので、［はい］［ＯＫ］をクリックしま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この操作で取り込まれる内容は以下の通りです。 

 

    収入金額・所得金額・専従者給与の支払額・青色申告特別控除額･事業専従者の氏名等  

 

 
 
なお、「みんなの青色申告」から出力した申告者名と 

「みんなの確定申告」にて作成された申告者名が異なる 

場合は右図のメッセージを表示し、誤って他の申告者の 

情報を取り込まないように照合しています。 

右図のメッセージが表示された場合は［いいえ］をク 

リックし、再度、｢みんなの青色申告｣と｢みんなの確定 

申告｣の申告者名が一致しているかどうか確認してくだ 

さい。 
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≪ポイント：１≫ 

事業所得以外の所得がある場合には・・・ 

 

「所得の内訳書」の作成が必要です。確定申告書Ｂの画面右下にある［所得の内訳書］より事業所得以外の所得を

設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「所得の内訳書」に「給与所得」「年金所得」「配当所得」「一時所得」を登録して 

みましょう。 

 

「所得の内訳書」画面の左上にある［追加］より、事業所得以外の所得の情報を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         
 

〈給与所得の場合〉 〈年金所得の場合〉 

〈配当所得の場合〉 〈一時所得の場合〉 
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≪ポイント：２≫ 

所得の内訳書に設定した内容を確定申告書Ｂに反映させるには・・・ 

 

         「収入金額および所得金額」画面より一括で取り込んでみましょう。 
 

（１） ア欄からシ欄のいずれかの項目の金額欄をダブルクリックします。 

 
 

（２）「収入金額および所得金額：各種所得の計算」画面の下にある［所得の内訳書取込］ボタンをクリックし、 

  事業所得以外の所得の情報を取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）画面右下の［次へ］ボタンをクリックします。 

 

（４）「収入金額および所得金額：損益通算・繰越控除」画面の右下にある［登録］ボタンをクリックし、取り込んだ 

  情報を保存します。 
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４ 引き続き、「所得から差し引かれる金額」の入力を行います。 

入力したい項目の金額欄をダブルクリックすることで入力画面が表示されます。必要な内容を入力し、 

［登録］をクリックすることで、各項目の金額欄に控除額が自動計算され、同時に確定申告書Ｂ（第二表）も 

作成されます。 

 

 
 

操作
 社会保険料控除に「国民健康保険」\100,000、「国民年金」\130,000、「介護保険」

\5,000を入力してみましょう。 

 
１ 「社会保険料控除」の金額欄をダブルクリックします。 

 

 
 

 
２ 「社会保険の種類」および「支払保険料」を入力し、［登録］をクリックします。 

 

 
 

 

操作
 「○×生命」より新生命保険料\150,000、介護医療保険料\82,000、「△△生命」より旧

個人年金\100,000の証明書が届いたので生命保険料控除に入力してみましょう。 

 
１ 「生命保険料控除」の金額欄をダブルクリックします。 
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２ 生命保険料欄にて「種別」を選択後、「保険会社等の名称」および「支払保険料」を入力し、 

［登録］をクリックします。 

 

 
 
※社会保険料控除・生命保険料控除を入力すると、確定申告書Ｂの「所得から差し引かれる金額」に控除

額が自動表示されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ポイント≫ 

令和２年分の確定申告より配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが下記のように変更となりました。 

 

 ◎配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が 48万円超 133万円以下となりました。 

 ◎申告者本人の合計所得と配偶者の合計所得により配偶者控除および配偶者特別控除額を計算します。 

 

 「みんなの確定申告」では配偶者の合計所得金額や生年月日を入力することで控除額を自動計算します。 
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操作
 専従者給与（控除）額の合計額の内訳を修正してみましょう。 

 
１ 「専従者給与（控除）額の合計額」の金額欄をダブルクリックします。 

 

 
 

２ 「みんなの青色申告」から取り込まれた「事業専従者一覧表」が表示されます。 

  「反町 花子」をクリックし、画面上の［訂正］ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

３ 「フリガナ」「性別」「生年月日」「個人番号」を下記のように設定し、［登録］ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

４ 同様に、「反町 次郎」についても下記のように設定します。 
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操作
 入力が終わったら確定申告書を印刷してみましょう。 

 
１ 画面上部の［印刷］ボタンをクリックすると確認画面が表示されますので、［このまま印刷する］ボタンを 

クリックします。 

 

 
 

 

 

２ 印刷の設定画面が表示されます。各種設定を確認し、［印刷］ボタンより印刷を実行します。 

 

 
 

 
白紙に印刷を行い、必要に応じて印刷位置の確認を行ってください。 

印刷位置がずれている場合は、［余白・倍率設定］画面より調整してください。 
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操作
 確定申告書の印刷が終わったら、ｅ－Ｔａｘへデータを出力してみましょう。 

 
国税庁が提供する「ｅ－Ｔａｘ」ソフトで電子申告を行う場合、みんなの確定申告および、みんなの青色申告から

必要な情報を出力することが可能です。この場合、ソリマチホームページより「みんなの電子申告（ｅ－Ｔａｘ連

携オプション）」を事前にインストールしておく必要があります。 

「みんなの電子申告（ｅ－Ｔａｘ連携オプション）」にて出力可能な税目は以下の通りです。 

 
・青色申告決算書 ・収支内訳書 ・消費税及び地方消費税申告書（簡易課税・原則課税） 

・所得税確定申告書 

 

１ ダイレクトメニュー「申告書」－「電子申告（ｅ－Ｔａｘ連携オプション）」をクリックします。 

 

 
 

２ 「みんなの電子申告（ｅ－Ｔａｘ連携オプション）」が開きます。 

 

 
 

３ ［新規作成］をクリックします。 
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４ 国税庁が提供する「ｅ－Ｔａｘ」ソフトに出力したいデータを、「データの選択」より選択します（複数選択可）。 

今回は「みんなの青色申告」の「ソリマチ電気店」データと、「みんなの確定申告」の「反町 太郎」データを 

選択して［設定］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データの選択画面に表示される条件としては、「みんなの青色申告データ」、「みんなの確定申告データ」 

ともに、「利用者識別番号」が設定されているデータのみです。 

 

 みんなの青色申告：「導入」－「事業所・消費税情報設定」－「事業所情報」タブ 
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みんなの確定申告：「導入」－「申告者設定」 

 

 
 

 

５ ４でデータを選択した後に、〔提出先税務署の一括入力〕画面が表示されます。 

ここで、提出先税務署をドロップダウンリストより選択することで、４で選択した全てのデータの提出先税務署 

を一括で設定することができます。 
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６ 起動している「みんなの確定申告」はここで終了します。国税庁「ｅ－Ｔａｘ」ソフトに情報を出力したい 

申告者を選択し（下図：ａ）、税目を選択してください（下図：ｂ）。 

 

 
 

７ 図：アの確認メッセージが表示される場合は、［ＯＫ］をクリックし「みんなの確定申告」を終了後に 

６－ｂの［令和３年分の所得税の申告］をクリックします。 

図：イの画面が表示されたら「帳票の出力先」をメモに控え、［申告・申請処理を実行する］をクリックします。 

 

〈図：ア〉                      〈図：イ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 出力が完了すると下の画面が表示されます。画面左下の［国税庁のｅ－Ｔａｘソフトを起動する］をクリック 

すると、国税庁のｅ－Ｔａｘが起動して情報を取り込むことができます（本テキストでは行いません）。 

 
 

※消費税の申告がある場合は同様に「消費税の申告」をクリックして出力します。 

ａ 

ｂ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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新しい会計年度に入ったら、「決算」－「データ次年度更新」より繰越処理を行って新年度の会計

データを作成します。 

※次年度更新を行う前に、本年度会計データのバックアップファイルを必ず外部メディア（USB メ 

 モリ・CD-R/RW等）に作成しておきましょう。 

 

7-1次年度更新のしくみ 
 

次年度更新では、前年度データの科目・残高情報を元に、次年度用のデータを作成します。 

また、次年度データ作成後は次年度データに自動的に切り替わります。 

前年度データを確認するには、ダイレクトメニューの「ファイル」－「データ選択」にて前年度デー

タに切り替える必要があります。 

 

 
 

注意）「データ次年度更新」後に前年度データを修正した場合、修正後の期末残高は自動的に次年度デー

タの開始残高に反映されませんので、次年度データの「導入」－「期末残高繰越処理」より前年度デ

ータの期末残高を繰り越してください（操作方法は P.52「7-3 期末残高繰越処理について」を参照し

てください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年データ 令和 3年データはそのまま残ります。 

   ↓ 

 次年度更新 

   ↓ 

令和 4年データ 令和 4年データが新規に作成されます。 

        設定は令和 3 年データから引き継がれます。 

例：令和 3年データを次年度更新する。 

「データ選択」 

で切り替える 

７．次年度へ繰越 

≪ポイント≫ 

次年度へ引き継がれる情報 

   

  次年度更新処理によって、次年度に引き継がれる情報は以下の通りです。 

     

    ●勘定科目・補助科目 

    ●開始（期首）残高（補助科目ごとの開始残高も引き継がれます） 

    ●摘要辞書登録 

    ●部門情報（階層・名称・配分など） 

    ●固定資産の情報 など 

 

  「元入金」の開始残高は以下の計算式にもとづき計算した結果が自動設定されます。 

 

〔次年度元入金〕＝〔本年元入金〕＋〔本年青色申告特別控除前の所得金額〕＋〔本年事業主借〕－〔本年事業主貸〕 

 

  なお、次年度更新後、「事業主借」「事業主貸」「青色申告特別控除前の所得金額」の開始残高はゼロになり 

    ます。 
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7-2 データ次年度更新 
 

操作
 次年度更新処理を行ってみましょう。 

 
１ データが消えることはありませんが、念のため、バックアップを外部メディア（USB メモリ・CD-R/RW等）に 

保存後、ダイレクトメニュー「決算」－「データ次年度更新」をクリックします。 

 

 
 

 

２ 「次期」のデータファイルを確認します。［変更］ボタンをクリックし、ファイルの作成先やデータファイル名を 

指定することもできます。 

※通常、表示されているデータファイル名を変更する必要はありません。また、「次期」のデータファイル名を変更 

する場合は、必ず「今期」および、他の会計データのファイル名と異なるように設定してください。 

 

 

３ 備考は全角 30文字以内で入力できます（入力した内容は、「ファイル」－「データ選択」の「備考」や 

「導入」－「事業所・消費税情報設定」の「備考」欄に表示されます。また、備考を入力・変更しなくても次年度更新

は可能です）。 

 

 

４ 次年度データにて電子帳簿保存をされる場合は、［次年度、電子帳簿保存を行う］に必ずチェックを 

入れてください（電子帳簿保存をされない場合でもチェックを入れておいて支障はありません）。 

※電子帳簿保存をされる場合は、事前に提出先税務署に申請をする必要があります。詳しくは提出先の税務署

で確認してください。 

 

 

５ 確認後、［ＯＫ］ボタンをクリックします。 

右図のメッセージが表示されましたら［ＯＫ］をクリックし、 

次年度更新を実行します。 

 
 
 
 
 
 

２ 

３ 

４ 

５ 
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≪こんなときは≫ 
 
既に次年度データが作成されている場合は、下のメッセージが表示されます。[OK]をクリックすると「ダイレクト
メニュー」画面に戻ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 4年のデータ作成後に令和 3年データにおいて仕訳の追加、修正、削除をされた場合は、P.52「7-3 期末
残高繰越処理について」を参照してください。 
 
 
 

 

≪ポイント≫ 

 

 令和２年分以降の確定申告において、青色申告特別控除の要件が変更となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告にて、65万円の青色申告特別控除を受けるには、下記いずれかの要件を満たす必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

令和元年分 確定申告まで 

６５万円 

令和２年分 確定申告より 

５５万円 

 

（ア）申告年度においてｅ－Ｔａｘ（電子申告）による申告を行う 

 

             または、 

 

（イ）申告年度において電子帳簿保存を行う 

 

※（ア）（イ）いずれも、事前に提出先税務署に申請をする必要があります。 

  申請方法について詳しくは提出先の税務署で確認してください。 
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7-3 期末残高繰越処理について 
 

 

「データ次年度更新」後に前年度の決算修正伝票などを入力しても、次年度更新にて作成された

今年度の開始残高に反映されないため、前年度の決算修正後の期末残高と一致しません。 

 

次年度更新後に前年度の仕訳を追加・修正・削除した場合、今年度データの「期末残高繰越処

理」を使用し、前年度データにおける決算修正後の期末残高を今年度データの開始残高として

転送します。 
 

 

～期末残高繰越処理の流れ～  

 
  令和３年度から令和４年度に更新する場合を例にとって説明します。 

                        

                                                    

 

 

Ｒ０３．１．１                          R０３．１２．３１        R０４．２．１ 

                             次年度更新処理    期末残高繰越処理 

 

 

 

 
 

 

① 令和３年度のデータ入力が終了したら、令和４年度へ更新処理をします。（P.５０） 

② 令和４年度のデータ入力を行います。 

③ 令和３年度の決算処理を行うため、「データ選択」で令和３年度のデータに切り替え 

決算修正などを行います。  

※この間も「データ選択」にて令和４年度のデータに切り替え、入力を行うことも 

できます。 

④ 令和３年度の決算処理を行い、決算が確定したら、「データ選択」で令和４年度の 

データに切り替えます。 

⑤ 令和３年度の各勘定科目における正しい期末残高を令和４年度データの各勘定 

科目の開始残高に転送する為、「期末残高繰越処理」を行います。 

● ● ● 
決算確定 
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操作
 「期末残高繰越処理」を実行しましょう。 

 
１ ダイレクトメニュー「導入」－「期末残高繰越処理」をクリックします。 

  前年度データの情報が「前期」欄に、今年度データの情報が「今期」欄に正しく表示されていることを 

確認します。 

「今期」欄に今年度データ以外が表示されている場合は、「ファイル」－「データ選択」より正しい 

今年度データを選択しなおします。 

 

 
 

 

２ 次年度更新後、前年度データにて減価償却資産の修正を行った場合は「減価償却資産情報を繰り越す」に 

チェックを入れてください。 

 

 

３ ［ＯＫ］ボタンをクリックすると、期末残高繰越処理が開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 
３ 

≪ポイント：１≫ 

下記に変更があった場合は、期末残高繰越処理は行えません。 

 

   ●前年度データにて繰越残高のある勘定科目と同じ勘定科目コードが今年度データに登録されていない場合 

 

   ●前年度データにて繰越残高のある補助科目と同じ補助科目コードが今年度データに登録されていない場合 

 

   ●前年度データにて繰越残高のある勘定科目に部門が設定されているのにもかかわらず、今年度データに 

該当する部門が登録されていない場合 

 

このような場合、期末残高繰越処理は行えませんので、前年度データと今年度データの勘定科目・補助科目・ 

部門体系を一致させるか、直接、今年度データの「導入」－「開始残高設定」より開始残高の修正を行います。 
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≪ポイント：２≫ 

次年度更新を行った後で、前年度（令和３年度）データに切り替え決算処理を行った場合 

 

前年度（令和３年度）データの各勘定科目の期末残高と、今年度（令和４年度）データの各勘定科目の開始 

残高の照合を行い相違がある場合は、下のメッセージが表示されます。 

 

 
 

   ●［はい］を選択した場合 

    ［期末残高繰越処理］画面が表示されます。 

    P.53の内容を確認し［ＯＫ］ボタンをクリックすることで、前年度データの期末残高を、今年度データの開始 

    残高に繰越処理を行います。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●［いいえ］を選択した場合 

    ［期末残高繰越処理］は行いません。 

    必要に応じて「導入」－「期末残高繰越処理」より前年度データの期末残高を、今年度データの開始残高に 

繰越処理を行います。 
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2019 年 10 月 1 日に消費税の税率が 10％に引き上げられ、それに伴い、消費税の軽減税率制

度が実施されました。みんなの青色申告２１では下記が機能対応されています。 

 

１ 新規伝票は取引日付で消費税率を自動設定します 

 
 みんなの青色申告２１では新規伝票の取引日付をみて消費税率を自動設定するので、安心してお使い 

いただけます。 

 

取 引 日 付 消費税率 

1989(平成元)年 4月 1日～1997(平成 9)年 3月 31日 3％ 

1997(平成 9)年 4月 1日～2014(平成 26)年 3月 31日 5％ 

2014(平成 26)年 4月 1日～2019(平成 31)年 9月 30日 8％ 

2019(令和元)年 10月 1日～ 10％ 

 

 

２ 軽減税率対象の「仕訳事例」を登録する方法について 

 

「仕訳事例」を軽減税率対象に変更する場合は、対象仕訳事例の「税率」欄をクリックし、 

「8％（軽減）」をご選択ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動 ：取引日付で判断し、該当する消費税率を自動表示します。 

10％ ：取引日付にかかわらず、消費税率を 10％で自動表示します。 

8％(軽減) ：取引日付にかかわらず、消費税率を 8％（軽）で自動表示します。 

8％ ：取引日付にかかわらず、消費税率を 8％で自動表示します。 

5％ ：取引日付にかかわらず、消費税率を 5％で自動表示します。 

3％ ：取引日付にかかわらず、消費税率を 3％で自動表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕訳事例の「税率」欄をクリック
し、ドロップダウンリストより
「8％（軽減）」を選択することで、
軽減税率対象の仕訳事例としてご
利用いただけます。 

８．消費税改正について 
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３ 軽減税率対象の「勘定科目」を登録する方法について 
 

ダイレクトメニュー「導入」－「勘定科目設定」内で設定します。 

「□詳細表示」（下図：ａ）にチェックを入れることで「税率」の項目が表示されます。こちらで「8％（軽減）」 

（下図：ｂ）を選択しておくことで、その勘定科目を使用したときは消費税率が 8％（軽）と自動表示されます。 

 

 
 

 

 

 

 

ａ 

ｂ 




